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新清水庁舎建設基本計画 【概要版 】

第1章 基本理念・基本方針・導入機能 ： 本編 P３～８

■敷地条件■建設地

■新清水庁舎の規模検討

■新清水庁舎に配置する部局

○清水区役所（清水福祉事務所を含む）を配置

○清水の港を活かしたまちづくりを進め、国際海洋文化都市を実現していくという観点で設置した本庁組織を配置

○本庁機能の静岡庁舎への集約に伴い、行政サービス・地理的条件を勘案し、清水区域を所管する事務所等を配置

… 職員数 650人程度を想定

＜下層階＞ 窓口部門

○区役所・清水区域を所管

する事務所・相談室等

○エントランスホール

＜ピロティ＞

津波対策としてのピロティ形式

○駐車場・駐輪場・多目的スペース等

基本構想

基本計画

総務省地方債同意等基準※に定める庁舎標準面積算定基準を基に規模を試算。

職員数650人×１人当たり21.9㎡＝14,235㎡

規模設定：最大14,000㎡（ピロティ部分を除く）

ステップ１ 必要とする導入機能の洗い出しと諸室の整備方針の検討

新清水庁舎の規模は、延床面積 『最大 13,000 ㎡ 』に設定します。

（ピロティ部分を除く）

地名地番 静岡市清水区袖師町2001,2002

敷地面積 7,294㎡

災害リスク
（南海トラフ地震

被害想定）

震度６強～７

津波浸水想定区域

…想定津波浸水深：２～３ｍ

液状化可能性 中

公共交通

アクセス

JR清水駅から徒歩約1分

静岡鉄道新清水駅から徒歩約11分

JR清水駅西口バス停から徒歩約3分

現在の状況 清水駅東口公園（都市緑地）

【具体的な機能】

※旧総務省基準。平成23年度に廃止され

たが、他市庁舎計画でも多く用いられる

規模設定の目安となる指標。

■新清水庁舎の階層構成

＜上層階＞

○多目的会議室・書庫・倉庫等

○設備関係室

＜中層階＞ 事務部門

○港を活かしたまちづくりを

担う本庁組織、清水区域を

所管する事務所等

○防災対策室・会議室等

現清水庁舎は、地震・津波による災害発生時には耐震性の不足などで

かなりの被害を受け、災害時には防災拠点としての機能が十分発揮でき

ないうえ、潮風等の影響による建築設備の劣化が顕著であることが分かっ

ております。

このため、平成29年度には有識者や公募市民で組織する検討委員会

で議論を重ね、現庁舎を清水駅東口公園に移転建替えすることを盛り込
んだ「新清水庁舎建設基本構想」をまとめました。

平成30年度は、基本構想に掲げる基本理念を達成するため、同検討委

員会において、新清水庁舎に導入する機能を具体化し、施設計画、事業

手法等について検討し、このたび、「新清水庁舎建設基本計画（案）」とし

てまとめました。

今後、この基本計画をもとに新清水庁舎を整備し、「明日の清水のまち

づくり」を実現してまいります。

効率的で機能的な庁舎とするため、会議室や倉庫・書庫等の共用化・集約化を図り、会議室やエントランス

ホール等を行政・市民が多用途に使用可能な空間とするなど、諸室の整備の考え方を整理しました。

ステップ２ 執務環境の効率化の検討（省スペース化）

行政サービスの質を確保しつつ省スペース化を図るため、職員の働き方改革や業務効率化の視点から、

フリーアドレスの導入や、ペーパーレス化による書類保管スペースの見直しなどの検討を行いました。

ステップ３ 周辺施設の有効利用の検討（周辺の民間・公共施設の活用）

更なる省スペース化を図るため、周辺施設の遊休スペースを倉庫・書庫や打合せスペースとして活用する

など、諸室の一部を庁舎外に設ける検討を行いました。

※上記の想定津波浸水深は、静岡県が整備予定の江尻・日の出

地区津波防護施設（防潮堤）による減災効果を考慮しない場合

の浸水深を示しています。

清水区民の行政サービスの拠点

経済性に優れ、誰もが訪れやすく使いやすい庁舎

①ユニバーサルデザイン
②分かりやすく手続きしやすい窓口機能
③機能的かつ効率的な庁舎機能
④利便性の高い交通アクセス機能

①ゆとりある通路、わかりやすい表示や案内、多目的トイレ・キッズコーナー・授乳室
などの配置、誰もが利用しやすい駐車場配置

②窓口部門の集約配置、迷わない窓口案内、プライバシーに配慮した窓口

③関連性の大きい部局の適正配置と機能的なオフィスレイアウト、将来の人口減少や
ICTの進展を見据えた庁舎計画、環境への配慮

④駅やバス停からのアクセスのしやすさ、歩行車・自動車などの動線を分けた敷地計画

清水区の防災拠点

人やまちを守り、様々な災害に対応する庁舎

①災害に強い建物構造
②災害時の業務継続機能
③ウォーターフロントにおける命を守る
緊急避難機能

①耐震・対津波性能の確保、ピロティ形式の採用

②ライフラインのバックアップ機能の強化、災害時の業務環境の確保、区災害対策
本部機能の確保

③周辺滞留者が緊急避難できるネットワークの構築、地域の防災力を向上させる施設
計画

清水区のまちづくりの拠点

人と人、人とまち、まちとまちがつながる庁舎

①人と人をつなげる機能
②地域資源を活かしエリアの価値を
高める機能
③市民の暮らしに溶け込む機能

①庁舎空間を多目的活用することで市民利用スペースを創出、市民の交流・活動の場
を設置、まちなかの施設を庁舎の打ち合わせスペース等として活用

②「清水」を感じさせる情報発信拠点、「清水のまち」と連携・役割分担した施設計画

③「清水はいいねぇ。」と思える空間づくり、市民生活に寄り添った空間づくり

【基本方針】

平成３１年 ３月

静 岡 市

http://www.city.shizuoka.jp/index.html


 利便性・安全性に配慮したアクセス環境を確保します。

 東西方向のアクセス性の向上：空中レベルの歩行者動線を確保します。
 商業・漁港エリアや周辺施設と連携し、清水駅周辺のまちづくりを加速させます。

第２章 施設計画 （土地利用・配置計画、構造・設備計画） ： 本編 P19～38 第２章 施設計画 （景観形成計画、将来を見据えた庁舎計画） ： 本編 P39～47

■構造・設備計画

 耐震性能の目標を、最も高い水準に設定します。

 耐震性能が優れた免震構造の採用を想定します。

 ピロティ形式を採用し、あわせて津波漂流物の衝突に強い構造とします。

 地下フロアのない階層構成とし、活動拠点室や設備室は中層階以上とします。

 ライフライン途絶時におけるバックアップ機能を備え、地域住民や緊急避難者

への電力供給（通信機器の充電等）も想定した設備計画とします。

■土地利用・配置計画
 周辺環境との調和を図りつつも清水駅東口エリアの新たな景観を創出する、

”みなとまち清水”の玄関口にふさわしい庁舎とします。

 ４つの要素（外観・自然・風景・ひと）をキーワードとして景観形成を図ります。

構 造 体 Ⅰ類 大地震後に補修をすることなく建物を使用できる

建築非構造部材 Ａ類 災害活動時に支障となる損傷等が発生しない

建 築 設 備 甲類 大きな補修をすることなく設備機能を継続できる

分 類 土地利用・配置計画の方針

土 地 利 用

〇新清水庁舎・自走式立体駐車場を分棟方式で整備

〇ペデストリアンデッキでＪＲ清水駅と接続

〇空中レベルで各棟を接続し、相互に往来ができる計画

〇敷地の有効活用による中心市街地活性化・財政負担軽減

の観点から民間施設の誘致を目指す

施 設 配 置

〇庁舎は敷地南側に配置

〇ペデストリアンデッキは敷地西側に配置

〇立体駐車場と民間施設は敷地北側に配置

駐 車場規 模
〇立体駐車場は、来庁者用（180台程度）、公用車（90台

程度）の必要台数と民間施設の必要台数を確保

ア プロー チ

〇公用車・来庁者用車両の出入りは西側道路及び北側道路

〇自転車は東西の道路からアプローチ可能な計画

〇歩行者・自転車・自動車の動線を分離

図 ： 階層構成のイメージ

ピロティ

図 ： 緊急避難ネットワークのイメージ

図 ： 施設配置のイメージ

※着色部分は、新庁舎

周辺施設から成る浸水

しない公共空間のつな

がりを示しています。

 災害発生時には、発災直後から業務が継続できる庁舎とします。

 津波発生時の緊急避難場所としての役割を担うとともに、災害時と平常時の機能の両立を図ります。

平常時
駐車場・駐輪場／屋根付き広場

平常時
待合場所／小広場

ピロティ

屋外デッキ

図 ： 屋外空間の利活用イメージ

災害時
津波対策のためのピロティ機能

災害時
周辺からの緊急避難スペース

※ピロティ形式とは、柱のみから成る高い開放性

をもつ構造形式で、外壁を設けないため津波が

通り抜け、津波による建物の転倒等を防止する

効果があります。

※各施設の配置は左記方針から想定される

一例で、立体駐車場と民間施設の配置は

現時点での想定です。

北側道路

西
側
道
路

■景観形成計画

 柱のない執務室や自由度の高いネットワーク設計などにより、レイアウトや

用途の変更、最新のＩＣＴの導入などに柔軟に対応できる庁舎とします。

 耐久性に優れた外装材や機器を採用し、長期的に安全性や美観等を維持

できる庁舎とします。

 設備機器の交換に配慮した汎用性の高い製品を採用します。

 整形で間仕切りのない空間とすることで、将来の用途転用が容易に行える

庁舎とします。（老朽化した市公共施設や、国や県の官庁施設の移転先等）

■将来を見据えた庁舎計画

図 ： 新庁舎が目指す景観形成の４要素

第３章 事業手法 ： 本編 P48～54

■敷地全体を一体的に整備

■スケジュール

・消費税及び地方消費税の額10％を含む。
・設計・監理費、建設工事費、維持管理費（供用開始から15
年）等による試算。
・事業財源は一般財源、起債、民間資金によって構成される。
・事業費は、現時点での試算で、今後の経済状況等を踏ま
えて修正を行う可能性がある。
・システム移転費、引越費用、ペデストリアンデッキ整備費
は含まない。
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SPC（特別目的会社）
融資
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工
事
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委
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年度

事業手法
平成29年度

2017年度

平成30年度

2018年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

PFI

基本計画

PPP導入
可能性調査

PFI事業者選定
（17ヶ月）

設 計 ・ 施 工（31ヶ月）

基本・実施設計 建設工事
現庁舎解体

▼引越
➔供用開始

▼事業契約基本構想

図 ： ＰＦＩ方式の一例
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図 ： 敷地全体の整備手法のイメージ

 設計・建設及び維持管理をするうえでの効率性や事

業の安定性などの定性的評価、経済性などの定量的

評価、ヒアリング調査による民間事業者の参画可能性

の高さにより総合的に評価し、本事業を※ＰＦＩ（BTO）

方式により実施することを想定。

 PFI方式で実施した場合（設計・建設及び15年間の維

持管理）の概算事業費は約85億円～約90億円を想

定。

※ＰＦＩ方式とは、公共施設
の設計・建設や維持管理・
運営を、民間の資金やノウ
ハウを活用して、効率的か
つ効果的に行う公共サービ
ス手法です。
※BTO方式とは、PFI方式の

うち、施設建設後に公共に
所有権を移転し、民間が維
持管理運営を行う方式です。

■立体駐車場の整備手法

 事業用定期借地契約を締結し、民間事業者が整備・

所有・運営。

来庁者・公用車の必要台数を市が借り上げ。

■民間施設の整備手法

 事業用定期借地契約を締結し、民間事業者が整備・

所有・運営。

■新庁舎の整備手法

 新庁舎を整備するにあたっては、公民が連携しお互いの長所を生かした整備手法を採用することを前提とします。このため、

庁舎整備（必須）、駐車場整備（必須）の他、同じ敷地内への民間収益施設の誘致も目指すこととし、敷地全体の整備を

一体事業と捉え、創意工夫のある事業者提案を求めていくこととします。


